
◎問合せ

市民税・県民税・森林環境税の税額の計算方法等

市民税・県民税・森林環境税の税額計算の流れ

市民税・県民税・森林環境税の非課税限度額

（令和６年度以降の計算に対応しています）

市民税 3,000 円　県民税 1,400 円（森林づくり県民税 400 円を含む）

以下のA～Hは、「市民税・県民税・森林環境税の税額計算の流れ」に対応しています。

年齢６５歳以上の人（昭和３４年１月１日以前に生まれた人）

森林環境税 1,000 円
※市民税・県民税の均等割が賦課される人に対して課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。

※所得税の確定申告で上場株式等に係る配当所得等又は上場株式等に係る譲渡所得等を

　申告した場合のみ適用となります。

年齢６５歳未満の人（昭和３４年１月２日以降に生まれた人）

平成 25 年から令和７年 12 月までの入居に係る住宅借入金等特別控除が所得税法上で適用された場合

に次の①、②のうちいずれか少ない額（市民税　3/5　・　県民税　2/5）

①所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

②所得税の課税総所得金額等の５％（控除限度額 97,500 円）

※平成 26 年4月から令和４年 12 月までの入居の場合で、住宅取得の対価の額又は費用の額に含まれる

　消費税等の税率が８％又は 10 ％の場合は、所得税の課税総所得金額等の７％（控除限度額

　136,500 円）となります（令和４年入居の場合は、住宅の取得区分により、控除限度額が異なる

　場合があります）

公的年金等の収入金額キを申告書のキへ、公的年金等の所得金額⑦を申告書の⑦へ転記します。

※1 円未満の端数があるときは切り捨てます



以下⑬～㉗は市民税・県民税申告書の所得から差し引かれる金額欄に対応しています。以下の「人的控除の差」は、１ページ目のＢ調整控除額の計算で使用します。

以下の全ての条件に該当する人

昭和 29 年１月１日以前生まれ

※特別控除額

※特別控除額は最高 50 万円（差引金額の合計額が 50 万円未満の場合はその合計額）です。

　短期と長期の差引金額があるときは、先に短期の差引金額から控除します。 

◎所得から差し引かれる金額（令和５年１月～令和５年１２月に支払ったもの）

昭和 29 年１月２日以後生まれ

昭和 29 年１月１日以前生まれ

昭和 29 年１月２日～平成 13 年１月１日又は

平成 17 年１月２日～平成 20 年１月１日生まれ

平成 13 年１月２日～平成 17 年１月１日生まれ

老人扶養のうち、あなたやあなたの配偶者の直系

尊属で、かつ同居を常況とする場合

平成 20 年１月２日以降生まれ


